
 
 

 

佐
賀
県
中
小
企
業
特
別
対
策
資
金
融
資
制
度
要
綱
（
平
成
八
年
佐
賀
県
告
示
第
百
六
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
四
月
十
日 
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佐
賀
県
告
示
第
百
八
十
三
号 

 
 
 
 

           

別
表
の
経
営
革
新
支
援
貸
付
の
項
中 
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「 第
六
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
新
事
業
展
開
資
金
」
を
「
事
業
転
換
資
金
」
に
改
め
る
。 

ロ 

事
業
転
換
資
金 

イ 

新
事
業
活
動
促
進
資
金 

佐
賀
県
知
事 
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康 

 
 
 

 
新
事
業

活
動
促

進
資
金

 

新
た
な
事
業
活
動
を
行
お
う
と
す
る
次
に
掲
げ
る
中
小
企

業
者
が
必
要
と
す
る
事
業
資
金

 
1
 
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律

に
よ
り
行
政
庁
か
ら
承
認
を
受
け
た
経
営
革
新
計
画
又
は

認
定
を
受
け
た
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
に
基

づ
き
事
業
を
行
う
中
小
企
業
者

 
2 
県
が
「
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
の
促
進
に
関
す
る
基

 
 
本
的
な
構
想
」
で
特
定
し
た
地
域
産
業
資
源
に
係
る
新
製

品
や
新
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
化
に
取
り
組
む
中
小
企
業
者

 
3 
農
林
漁
業
者
と
連
携
し
、
互
い
の
経
営
資
源
を
有
効
に

 
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
新
製
品
や
新
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
化

に
取
り
組
む
中
小
企
業
者

 
4 
佐
賀
県
ト
ラ
イ
ア
ル
発
注
事
業
で
選
定
さ
れ
た
新
製
品

 
や
新
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
化
に
取
り
組
む
中
小
企
業
者

 
5 
そ
の
他
新
規
性
・
独
創
性
の
あ
る
新
製
品
や
新
サ
ー
ビ

 
ス
の
事
業
化
に
取
り
組
む
中
小
企
業
者

 

経
営
革

新
資
金

 
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律

に
よ
り
行
政
庁
か
ら
承
認
を
受
け
た
経
営
革
新
計
画
に
基

づ
き
事
業
を
行
う
中
小
企
業
者
が
必
要
と
す
る
事
業
資
金
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に
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に
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め
る
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新
事
業

展
開
資

金
 

積
極
的
に
事
業
転
換
を
行
お
う
と
す
る
次
に
掲
げ
る
中
小
企

業
者
が
必
要
と
す
る
事
業
資
金
 

1
 
経
済
環
境
の
変
化
又
は
親
事
業
者
の
事
業
活
動
の
変
化
に

伴
い
、
事
業
転
換
又
は
新
分
野
進
出
を
行
う
中
小
企
業
者
 

2
 
引
き
続
き
1
年
以
上
県
内
に
事
業
所
を
有
し
、
か
つ
、
引

き
続
き
1
年
以
上
県
内
に
お
い
て
同
一
事
業
を
営
ん
で
い
る

中
小
企
業
者
で
あ
る
会
社
が
、
自
ら
の
事
業
の
全
部
又
は
一

部
を
継
続
し
て
実
施
し
つ
つ
新
た
に
県
内
で
異
業
種
を
営
む

た
め
に
設
立
し
た
中
小
企
業
者
で
あ
る
会
社
で
あ
っ
て
、
事

業
開
始
後
1
年
未
満
の
も
の
 

3
 
事
業
譲
渡
等
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
る
中
小
企
業
者
 

 

新
事
業

展
開
資

金
 

積
極
的
に
新
分
野
に
進
出
し
よ
う
と
す
る
次
に
掲
げ
る
中
小

企
業
者
が
必
要
と
す
る
事
業
資
金
 

1
 
法
律
に
基
づ
く
資
格
又
は
独
創
性
若
し
く
は
新
規
性
を
有

す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
若
し
く
は
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
た
新
事
業

へ
の
進
出
を
図
る
中
小
企
業
者
 

2
 
経
済
環
境
の
変
化
又
は
親
事
業
者
の
事
業
活
動
の
変
化
に

伴
い
、
事
業
転
換
又
は
新
分
野
進
出
を
行
う
中
小
企
業
者
 

3
 
工
業
所
有
権
等
の
導
入
及
び
自
主
開
発
に
よ
る
新
製
品
又

は
新
技
術
を
企
業
化
す
る
中
小
企
業
者
 

4
 
引
き
続
き
1
年
以
上
県
内
に
事
業
所
を
有
し
、
か
つ
、
引

き
続
き
1
年
以
上
県
内
に
お
い
て
同
一
事
業
を
営
ん
で
い
る

中
小
企
業
者
で
あ
る
会
社
が
、
自
ら
の
事
業
の
全
部
又
は
一

部
を
継
続
し
て
実
施
し
つ
つ
新
た
に
県
内
で
異
業
種
を
営
む

た
め
に
設
立
し
た
中
小
企
業
者
で
あ
る
会
社
で
あ
っ
て
、
事

業
開
始
後
1
年
未
満
の
も
の
 

5
 
事
業
譲
渡
等
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
る
中
小
企
業
者
 

を  



 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


